
事業番号 新26-1
　　　　　　　　　　　　平成２５年行政事業レビューシート （　警　察　庁　）

事業名
ストーカー行為者に対する精神医学的・心理学的アプローチに
係る調査研究

担当部局庁 生活安全局 作成責任者

事業開始・
終了(予定）年度

平成26年度～平成27年度 担当課室 生活安全企画課
生活安全企画課長

鈴木　三男

会計区分 一般会計 政策・施策名
市民生活の安全と平穏の確保

　　１　総合的な犯罪抑止対策の推進

根拠法令
（具体的な

条項も記載）
―

関係する計画、
通知等

―

事業の目的
（目指す姿を簡
潔に。3行程度以

内）

　ストーカー事案は、いつ重大事案に発展するのかは予測が困難であるが、平成24年には事案の認知件数は過去最多となっており、その対策は急務で
ある。そこで、従来のストーカー対策に加え、行為者に対する精神医学的・心理学的アプローチを行い、被害者に対する支配意識・執着心を取り除く取組
を講ずる必要があることから、精神医学的・心理学的手法について調査研究を行い、被害者等の生命・身体の保護を図ることとする。

事業概要
（5行程度以内。

別添可）

　行為者に対するカウンセリング・更正プログラム等が実施されている諸外国における実地調査や、研究論文等の文献調査を行うとともに、警視庁で取
り扱った事案の行為者のうち特に危険度が高いと判断された者に対するカウンセリングや、全国で発生した重大事案の行為者に対するヒアリングを実施
する。これらの海外研究や臨床研究を踏まえ、警察における行為者に対するアプローチの在り方について、有識者懇談会を開催して検討を行い、報告
書に取りまとめる。本調査研究と有識者懇談会の運営はコンサルティング会社に委託して行う。

実施方法 □直接実施　　　　　■委託・請負　　　　　□補助　　　　　□負担　　　　　□交付　　　　　□貸付　　　　　□その他

予算額・
執行額

（単位:百万円）

22年度 23年度 24年度 25年度 26年度要求

予算
の状
況

当初予算 ― ― ― ― 11

補正予算 ― ― ― ―

繰越し等 ― ― ― ―

計 ― ― ― ― 11

執行額 ― ― ―

執行率（％） ― ― ―

成果指標 単位 22年度 23年度

％ ― ―

24年度
目標値

（27年度）

（成果目標）
警察におけるストーカー行為者に対するアプローチの在
り方に関する報告書の取りまとめ
（成果指標）
報告書数

成果実績 件 ― ― ― 2

達成度

活動指標及び活
動実績

（アウトプット）

活動指標 単位 22年度 23年度 24年度 25年度活動見込

成果目標及び成
果実績

（アウトカム）

活動実績

（当初見込
み）

回

― ― ―

―

―

― (　　　―　　　) (　　　―　　　) (　　　―　　　)

単位当たり
コスト

11,083千円/事業 算出根拠 26年度要求額/事業

・警視庁で取り扱った事案の行為者に対して実施したカ
ウンセリング対象者数
・全国で発生した重大事案の行為者に対して実施したヒ
アリングの対象者数
・有識者懇談会の開催回数

25年度当初予算 26年度要求 主な増減理由

諸謝金 0.2

11警察装備費

計 ― 11

平
成
2
5
・
2
6
年
度
予
算
内
訳

費　目



事業所管部局による点検

項　　目 評　価 評価に関する説明

国
費
投
入
の

必
要
性

広く国民のニーズがあるか。国費を投入しなければ事業目的が達成できないのか。 ○
　平成２４年にはストーカー事案認知件数は過去最多と
なっており、その対策は急務であることから、本調査は優
先度の高い事業である。また、調査研究の精度を高める
ためサンプル数を一定数確保する必要があり、全国警察
で発生した重大事案の行為者を対象とする必要がある
ほか、本調査研究の成果は、全国に関わるものであるこ
とから、本調査は、国において行う必要がある。

地方自治体、民間等に委ねることができない事業なのか。 ○

明確な政策目的（成果目標）の達成手段として位置付けられ、優先度の高い事業と
なっているか。

○

受益者との負担関係は妥当であるか。

単位当たりコストの水準は妥当か。

資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。

費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。

不用率が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載）

事
業
の
有
効
性

事業実施に当たって他の手段・方法等が考えられる場合、それと比較してより効果的
あるいは低コストで実施できているか。

事
業
の
効
率
性

競争性が確保されているなど支出先の選定は妥当か。　

活動実績は見込みに見合ったものであるか。

整備された施設や成果物は十分に活用されているか。

重
複
排
除

類似の事業がある場合、他部局・他府省等と適切な役割分担を行っているか。
（役割分担の具体的な内容を各事業の右に記載）

－

－
事業番号 類似事業名 所管府省・部局名

点
検
結
果

１　過去の事業仕分け等の結果、横断的な見直し基準等の反映状況
　　過去の事業仕分け等の結果により廃止された事業ではなく、事業の必要性等を検証し実施するものである。
２　事業の成果目標及び活動指標の設定状況及び事業効果等の検討状況
　　成果目標及び活動指標は適切かつ妥当なものであり、効率的・効果的な事業と考えられる。
３　国民へのニーズへの対応状況
　　さらなるストーカー対策を講じることは、国民の生命・身体の安全確保のため急務な事業である。
４　警察庁が行う業務としての妥当性
　　調査研究の精度を高めるためサンプル数を一定数確保する必要があり、全国警察で発生した重大事案の行為者を調査研究の対象とする必要がある
ほか、本調査研究の成果は全国に関わるものであることから、警察庁が行うべき業務である。

外部有識者の所見

外部有識者の点検対象外

行政事業レビュー推進チームの所見

要求に当たって検討すべき事項について、おおむね適切に検討がなされている。

所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況

特になし。

備考

特になし。

関連する過去のレビューシートの事業番号

平成22年 － 平成23年 － 平成24年 －



※平成24年度実績を記入。執行実績がない新規事業、新規要求事業については現時点で予定やイメージを記入。

C　有識者

海外調査研究の実施
臨床研究の実施

有識者懇談会の運営、報告書の取りまと
め

懇談会において、警察における行為者に
対するアプローチの在り方を検討

資金の流れ
（資金の受け取
り先が何を行っ
ているかについ
て補足する）
（単位：百万

円）

警察庁

11百万円

調査研究及び有識者懇談会の運営をコン
サルティング会社に委託

懇談会の有識者に諸謝金を支払

【一般競争入札を予定】 【謝金】

A　コンサルティング会社



事業番号 新26-2

交通取締りによる事故抑止の向上方策及び取締り手法の高度化
等に関する調査研究

担当部局庁 交通局 作成責任者

事業開始・
終了(予定）年度

平成26年度 担当課室 交通指導課
交通指導課長

堀　誠司

事業名

会計区分 一般会計 政策・施策名
安全かつ快適な交通の確保

２　運転者対策の推進

根拠法令
（具体的な

条項も記載）
－

関係する計画、
通知等

－

事業の目的
（目指す姿を簡
潔に。3行程度以

内）

　平成２４年の交通事故死者数は、４，４１１人となり、１２年連続して減少しているが、平成３０年に死者数を２，５００人以下とする政府目標を達成するた
めには、これまで以上に事故抑止効果が高い交通指導取締りが必要となっている。本調査は、効果的な取締りの指標について検討するとともに、新たな
取締り手法・機器について検討を行い、交通取締り手法の高度化等に資するものである。

事業概要
（5行程度以内。

別添可）

　交通事故、取締りの膨大なデータを、最新の統計学的手法で分析することにより、取締りによる事故抑止効果を検証するとともに、事故発生状況に応
じた取締りや取締りの組み合わせの検証を行う。これらの検証結果に基づき「効果的な取締りのための指標」を検討する。また、新たな取締り手法、取締
り機器の導入に向けて、海外で既に実用化されている取締り手法や取締り機器について調査するとともに、新たな取締り機器についてモデル地区実験
を行い、設置・運用面での課題を検討する。

実施方法 □直接実施　　　　　■委託・請負　　　　　□補助　　　　　□負担　　　　　□交付　　　　　□貸付　　　　　□その他

予算額・
執行額

（単位:百万円）

22年度 23年度 24年度 25年度

計

26年度要求

予算
の状
況

当初予算 30

補正予算

繰越し等

30

執行額

執行率（％）

成果指標 単位 22年度 23年度

％ － －

24年度
目標値

（26年度）

（成果目標）
交通取締りによる事故抑止の向上方策及び取締り手法
の高度化に関する報告書の取りまとめ
（成果実績）
　報告書数

成果実績 件 － － － 1

達成度

活動指標及び活
動実績

（アウトプット）

活動指標 単位 22年度 23年度 24年度 25年度活動見込

成果目標及び成
果実績

（アウトカム）

活動実績

（当初見込
み）

回

－ － －

－

―

－ (       －     ) (       －     ) (       －     )

単位当たり
コスト

　　３０，７１７，０００（円／事業） 算出根拠 26年度要求額／事業

「交通取締りによる事故抑止の向上方策及び取締り手法
の高度化等に関する検討委員会」開催回数

費　目 25年度当初予算 26年度要求 主な増減理由

人件費等 30

- 30

平
成
2
5
・
2
6
年
度
予
算
内
訳

　　　　　　　　　　　　平成２５年行政事業レビューシート （　警察庁　）

計



　　　　　　

○

所管府省・部局名

－

外部有識者の所見

評価に関する説明

事
業
の
効
率
性

事業番号 類似事業名
重
複
排
除

○

○

　交通取締りの在り方を検討するため、国家公安委員会
委員長が主催する懇談会が設けられており、本調査は
優先度の高い事業である。交通取締りについて全国的
に一定の水準を確保するため、本調査は国において国
費により行う必要がある。

整備された施設や成果物は十分に活用されているか。

平成24年平成23年

所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況

事
業
の
有
効
性

単位当たりコストの水準は妥当か。

類似の事業がある場合、他部局・他府省等と適切な役割分担を行っているか。
（役割分担の具体的な内容を各事業の右に記載）

－

事業実施に当たって他の手段・方法等が考えられる場合、それと比較してより効果的
あるいは低コストで実施できているか。

活動実績は見込みに見合ったものであるか。

－ －平成22年

広く国民のニーズがあるか。国費を投入しなければ事業目的が達成できないのか。

地方自治体、民間等に委ねることができない事業なのか。

明確な政策目的（成果目標）の達成手段として位置付けられ、優先度の高い事業と
なっているか。

競争性が確保されているなど支出先の選定は妥当か。　

受益者との負担関係は妥当であるか。

資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。

不用率が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載）

国
費
投
入
の

必
要
性

事業所管部局による点検

要求に当たって検討すべき事項について、おおむね適切に検討がなされている。

特になし。

行政事業レビュー推進チームの所見

関連する過去のレビューシートの事業番号

特になし。

備考

費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。

外部有識者の点検対象外

１　過去の事業仕分け等の結果、横断的な見直し基準等の反映状況
　　事業の必要性等を検証し、単価等の検討を行った上で予算の積算を行っている。
２　事業の成果目標及び活動指標の設定状況及び事業効果等の検討状況
　　適切な成果目標及び活動指標を設定しており、事業効果も高い。また、警察庁が直接契約することで適切に支出先・使途が把握でき、一般競争入札を実施するこ
とで、契約手続きにおける透明性の確保に努める。
３　国民のニーズへの対応状況
　　これまで以上に交通事故抑止効果が高い交通指導取締りを行うことは、安全な交通環境を確保し、国民の生命・身体の安全確保に資するものである。
４　警察庁が行う業務としての妥当性
　　全国の交通指導取締り手法の高度化等に資する調査研究は、都道府県警察の導入を見据えて検証する必要があり、警察庁が行うべき事業である。

評　価項　　目

点
検
結
果



※平成24年度実績を記入。執行実績がない新規事業、新規要求事業については現時点で予定やイメージを記入。

資金の流れ
（資金の受け取
り先が何を行っ
ているかについ
て補足する）
（単位：百万

円）

警察庁
３０百万円

【一般競争入札を予定】

〔受託した調査研究事業を実施〕



計 － 32

平
成
2
5
・
2
6
年
度
予
算
内
訳

費　目 25年度当初予算 26年度要求 主な増減理由

人件費等 32

単位当たり
コスト

31,638千円／事業 算出根拠 　26年度要求額／事業

報告書数

活動実績

（当初見込
み）

報告書数

－ － － －

－ (       －        ) (       －        ) (       －        )

－

24年度 25年度活動見込

－ 1

達成度

成果指標 単位 24年度

単位 22年度 23年度

目標値
（26年度）

（成果目標）
信号灯器や信号柱の集約化等信号機の整備の在り方や複数交差
点を一つの制御機で制御する信号制御機に関する報告書の作成

（成果実績）
報告書数

成果実績 報告書数 － －
成果目標及び成

果実績
（アウトカム）

22年度 23年度

％ － －

活動指標及び活
動実績

（アウトプット）

活動指標

－ －

計 － － － － 32

執行額 － － －

執行率（％） －

－ － －

繰越し等 － － － －

26年度要求

予算
の状
況

当初予算 － － － － 32

補正予算 －

事業概要
（5行程度以内。

別添可）

　全国の信号機は、交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法が施行された昭和41年当時の約20倍のストックを数え、多数の機器の老朽化が進
み、信号灯器の落下や信号柱の倒壊などの事案が全国で発生しており、今後も持続可能な信号機の整備を効果的かつ効率的に推進するためには、信
号機の設置コストや運用コストの低減を図る必要がある。
　そこで、これらの問題を解決するため、現行の信号機等が抱える問題点を整理し、信号灯器や信号柱の集約化等信号機の整備の在り方や複数交差
点を一つの制御機で制御する信号制御機について研究・開発を行うなど低コスト信号機の調査研究を行うものである。
　このため、平成26年度は機器の集約化等のための仕様を作成し、平成27年度はモデル事業としての実証実験及び評価を行う。

実施方法 □直接実施　　　　　■委託・請負　　　　　□補助　　　　　□負担　　　　　□交付　　　　　□貸付　　　　　□その他

予算額・
執行額

（単位:百万円）

22年度 23年度 24年度 25年度

事業開始・
終了(予定）年度

平成26年度～平成27年度（予定） 担当課室 交通規制課
交通規制課長

和田　昭夫

会計区分 一般会計 政策・施策名
安全かつ快適な交通の確保

３　道路交通環境の整備

根拠法令
（具体的な

条項も記載）
－

関係する計画、
通知等

-

事業の目的
（目指す姿を簡
潔に。3行程度以

内）

　厳しい財政状況の下、交通安全施設である信号機を効率的かつ効果的に整備していくため、信号灯器の集約化等信号機整備の在り方について調査
研究を行い、信号機設置コスト及び運用コストの低減を目指す。

事業番号 新26－3　
　　　　　　　　　　　　平成２５年行政事業レビューシート （警察庁）

事業名 低コスト信号機の開発に関する調査研究 担当部局庁 交通局 作成責任者



平成23年 － 平成24年 －平成22年 －

所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況

特になし。

備考

特になし。

関連する過去のレビューシートの事業番号

類似事業名 所管府省・部局名

点
検
結
果

１　過去の事業仕分け等の結果、横断的な見直し基準等の反映状況
　　事業の必要性等を検証し、単価等の検討を行った上で予算の積算を行っている。
２　事業の成果目標及び活動指標の設定状況及び事業効果等の検討状況
　　適切な成果目標及び活動指標を設定しており、事業効果も高いものと認められる。
３　国民のニーズへの対応状況
　　公共設備である老朽化した信号機を効果的かつ効率的に更新整備を行うことは、安全な交通環境を確保し、国民の生命・身体の安全確保に資するものである。
４　警察庁が行う業務としての妥当性
　　全国の交通安全施設の経費削減を行うための新たな機器の開発は、今後都道府県警察への導入を見据えて検証する必要があり、警察庁が行うべき事業である。

外部有識者の所見

外部有識者の点検対象外

行政事業レビュー推進チームの所見

要求に当たって検討すべき事項について、おおむね適切に検討がなされている。

活動実績は見込みに見合ったものであるか。

整備された施設や成果物は十分に活用されているか。

重
複
排
除

類似の事業がある場合、他部局・他府省等と適切な役割分担を行っているか。
（役割分担の具体的な内容を各事業の右に記載）

―

―
事業番号

受益者との負担関係は妥当であるか。

単位当たりコストの水準は妥当か。

資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。

費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。

不用率が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載）

事
業
の
有
効
性

事業実施に当たって他の手段・方法等が考えられる場合、それと比較してより効果的
あるいは低コストで実施できているか。

事
業
の
効
率
性

競争性が確保されているなど支出先の選定は妥当か。　

事業所管部局による点検

項　　目 評　価 評価に関する説明

国
費
投
入
の

必
要
性

広く国民のニーズがあるか。国費を投入しなければ事業目的が達成できないのか。 ○   本事業は持続可能な交通安全施設の整備を今後も推進するため、
現行信号機の問題点等を整理し、機器の効率化やコストの削減を目
的としていることから優先度が高い。また、コスト削減の効果を上げ
るためには、統一的な仕様による低コスト信号機を全都道府県警察
で導入することを見据えて研究する必要があり、国が実施すべき事
業である。

地方自治体、民間等に委ねることができない事業なのか。 ○

明確な政策目的（成果目標）の達成手段として位置付けられ、優先度の高い事業と
なっているか。

○



※平成24年度実績を記入。執行実績がない新規事業、新規要求事業については現時点で予定やイメージを記入。

（低コスト信号機の開発に関する調査研究を実施予定）

資金の流れ
（資金の受け取
り先が何を行っ
ているかについ
て補足する）
（単位：百万

円）

警察庁
３２百万円

【一般競争入札を予定】



低コスト信号機の開発に関する調査委託

灯器、信号柱の集約と
設置方法、仕様化の検討

複数交差点を制御機１台で
制御する方法・仕様化の検討

例
＜⾞両⽤灯器＞柱１本で4面方向の灯器
＜歩⾏者⽤灯器＞２⽅⾯向の灯器

例
＜制御機＞２交差点が１台の制御機で動作
＜回線＞２つの集中交差点を１回線化

複数交差点制御機

１ 信号柱等の合理化により整備費（機器費、工事費）の削減
２ 機器数の削減により運用中に発生する保守点検費用の削減
３ 機器数及び低消費電⼒化等によりライフサイクルコストの削減

期待される効果

機器の集約化、仕様化検討26年度
モデル事業

実証実験により評価

27年度 開発・検証

例
実証実験を⾏い、低コスト信号について
評価する。



　　　　　　　　　　　　平成２５年行政事業レビューシート （　警察庁　）

－ 20

平
成
2
5
・
2
6
年
度
予
算
内
訳

計

費　目 25年度当初予算 26年度要求 主な増減理由

人件費等 20

－

－ (        －        ) (       －       ) (       －     　)

単位当たり
コスト

20,017千円／事業 算出根拠 26年度要求額／事業

既存の環状構造の交差点の調査箇所数

活動実績

（当初見込
み）

箇所

－ － －

－

活動指標及び活
動実績

（アウトプット）

活動指標 単位 22年度 23年度 24年度 25年度活動見込

成果目標及び成
果実績

（アウトカム）

24年度
目標値

（26年度）

（成果目標）
環状交差点を導入する上での基礎的な条件及び環状交差点の効用
を最大化するための条件に関する報告書の作成

（成果実績）
報告書数

成果実績 報告書数 － － － 1

達成度

成果指標 単位 22年度 23年度

％ － －

執行率（％） － － －

－ － － － 20

執行額 － － －

繰越し等 － － － －

26年度要求

予算
の状
況

当初予算 － － － － 20

補正予算 －

予算額・
執行額

（単位:百万円）

22年度 23年度 24年度 25年度

－ － －

計

事業の目的
（目指す姿を簡
潔に。3行程度以

内）

　 平成25年の道路交通法改正により導入された環状交差点は、交差点の構造、自転車を含む車両の交通量、歩行者の通行量等一定の条件が整って
初めて効果が期待されるものであるため、環状交差点を導入する上での基礎的な条件（必要条件）や、環状交差点の効用を最大化するための条件を明
らかにする調査研究事業を行い、その結果を都道府県警察に対して示すことで、環状交差点の導入を推進していく上での基盤を整備する。

事業概要
（5行程度以内。

別添可）

　警察庁において、我が国における環状交差点の効用を最大化するための条件等に関する調査研究事業を実施する。具体的には、模擬ラウンドアバウ
トにおいて、外径及び中央島の大きさ、接続道路数、気候等の諸要素を複合的に組み合わせた条件下で、多数の車両を走行させて、交通容量（環状交
差点内や接続道路における交通渋滞を回避できる交通量の最大値）を調査するとともに、既存の環状構造の交差点における形状及び交通実態を比較
対照して、交通容量を増減させる要素を研究することで、環状交差点を導入する上での基礎的な条件（必要条件）や環状交差点の効用を最大化するた
めの条件を明らかにし、その研究結果を都道府県警察に対して示す。

実施方法 □直接実施　　　　　■委託・請負　　　　　□補助　　　　　□負担　　　　　□交付　　　　　□貸付　　　　　□その他

会計区分 一般会計 政策・施策名
安全かつ快適な交通の確保
３　道路交通環境の整備

根拠法令
（具体的な

条項も記載）
－

関係する計画、
通知等

－

事業開始・
終了(予定）年度

平成26年度 担当課室 交通規制課
交通規制課長
和田　昭夫

事業名

事業番号 新26－4

環状交差点の効用を最大化するための条件等に関する調査研究 担当部局庁 交通局 作成責任者



費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。

外部有識者の点検対象外

要求に当たって検討すべき事項について、おおむね適切に検討がなされている。

特になし。

行政事業レビュー推進チームの所見

事業所管部局による点検

評　価項　　目

資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。

不用率が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載）

　本事業は、全国に散在する環状構造の交差点に対し、環状
交差点を導入する上での基礎的条件等を明らかにすることを
目的としており、各都道府県警察が個別に取り組むことは不
可能であることから、国として取り組む必要がある。また、一
定の交通量以上の環状構造の交差点を環状交差点とすると
渋滞が発生し、交通事故等の危険が高まることから、本事業
は国民の生命等の安全に関わる重要な調査研究であり、
ニーズが高い。

備考

明確な政策目的（成果目標）の達成手段として位置付けられ、優先度の高い事業と
なっているか。

競争性が確保されているなど支出先の選定は妥当か。　

受益者との負担関係は妥当であるか。

事業実施に当たって他の手段・方法等が考えられる場合、それと比較してより効果的
あるいは低コストで実施できているか。

活動実績は見込みに見合ったものであるか。

国
費
投
入
の

必
要
性

広く国民のニーズがあるか。国費を投入しなければ事業目的が達成できないのか。

－ －平成22年

関連する過去のレビューシートの事業番号

特になし。

－

１　過去の事業仕分け等の結果、横断的な見直し基準等の反映状況
　　平成25年の法改正により、法的に環状交差点を導入する基盤が整ったことを受けて行う新規の事業である。
２　事業の成果目標及び活動指標の設定状況及び事業効果等の検討状況
　　本事業は、具体的な成果目標及び活動指標を設定しており、都道府県警察が環状交差点を導入する上での適切な判断が可能となる事業効果が認められる。
３　国民へのニーズへの対応状況
　　本事業は、一定の交通量以上の環状構造の交差点を環状交差点とすると渋滞が発生し、交通事故等の危険が高まることから、環状交差点を導入する上での基礎
的条件等を明らかにすることを目的としており、当該調査研究により、各都道府県警察が、交通の安全と円滑を確保することは、国民の生命・身体の安全に関わる重
要なものであり、ニーズに対応するものである。
４　警察庁が行う業務としての妥当性
　　警察庁が、各都道府県警察に対して示す、環状交差点としての交通規制を行うか否かを判断する基準である「交通規制基準」の策定に必要となる調査研究であ
り、警察庁が行う必要がある。

点
検
結
果

平成24年平成23年

所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況

事
業
の
効
率
性

事業番号 類似事業名
重
複
排
除

○

○地方自治体、民間等に委ねることができない事業なのか。

外部有識者の所見

単位当たりコストの水準は妥当か。

類似の事業がある場合、他部局・他府省等と適切な役割分担を行っているか。
（役割分担の具体的な内容を各事業の右に記載）

―

整備された施設や成果物は十分に活用されているか。

事
業
の
有
効
性

―
所管府省・部局名

○

評価に関する説明



※平成24年度実績を記入。執行実績がない新規事業、新規要求事業については現時点で予定やイメージを記入。

資金の流れ
（資金の受け取
り先が何を行っ
ているかについ
て補足する）
（単位：百万

円）

警察庁
２０百万円

【一般競争入札を予定】

（環状交差点の効用を最大化するための条件等に関する調査研究を実施予定）



環状交差点は、交差点の構造、自転車を含む車両の交通量、歩行者の通行量等一定の条
件が整って始めて効果が期待できるものであるため、環状交差点の導入に当たっての基礎
的な条件や、環状交差点の効用を最大化するための条件を明らかにすることを目的とする。

道路交通法の一部を改正する法律が、平成25年６月14日に公布され、環状交差点に関す
る交通方法の特例に関する規定が整備されたことにより、環状交差点を導入する上での法
制上の課題が解決されたところ。

＊ 環状交差点の交通方法の特例に関する規定は、1年６月を超えない範囲で施行することとされている

環状交差点の効用を最大化するための条件等に関する調査研究

調査研究の背景

外径及び中央島の大きさ、接
続道路数等の諸要素を複合的に
組み合わせた条件下で多数の
車両を走行させて、交通容量（環
状交差点内や接続道路における
交通渋滞を回避できる交通量の
最大値）等を調査

調査研究の目的

模擬ラウンドアバウトを
使用した交通容量の調査

比
較
対
照

交通容量を増減させる要素等を研究

・環状交差点を導入する上での基礎的な条件（必要条件）
・環状交差点の効用を最大化するための条件
を明らかにする。

研究結果を都道府県警察に対して示すことで、

環状交差点を導入する上での基盤を整備

調査研究の内容

既存の環状構造の交差点のう
ち、外径及び中央島の大きさ、接
続道路数等を踏まえ、条件の異
なる10箇所について、その形状、
交通実態等を調査

既存の環状構造の交差点
における交通実態等の調査



事業番号 新26－5

電波を活用した端末制御通信による信号制御の高度化に関するモデル事業 担当部局庁 交通局 作成責任者

事業開始・
終了(予定）年度

平成26年度～平成27年度（予定） 担当課室 交通規制課
交通規制課長

和田　昭夫

事業名

会計区分 一般会計 政策・施策名
安全かつ快適な交通の確保

３　道路交通環境の整備

根拠法令
（具体的な

条項も記載）
－

関係する計画、
通知等

科学技術イノベーション総合戦略

事業の目的
（目指す姿を簡
潔に。3行程度以

内）

　交通管制システムは、都市における過密な交通の制御を行うために、交通管制センター等に設置している中央装置と道路に設置している信号制御機
とを通信事業者回線により１本づつ接続して信号をコントロールしているため、回線料が大きな負担となっている。そこで隣接する信号制御機間で電波を
用いた交差点ネットワークを構築し、回線の集約化を図り回線料を節減するとともに、隣接信号機間で信号制御情報等を伝送することにより高度な信号
制御を行う。

事業概要
（5行程度以内。

別添可）

　交通管制センターと信号交差点との回線構成を見直し、複数の隣接信号交差点間に回線料が不要な無線電波を用いた交差点ネットワークを構築する
ことにより、複数交差点の信号データを主要交差点に集約した上で管制センターと主要交差点とのインターネットベースの通信事業者回線に置き換える
こととし、回線料の低減を図る。また、この700ＭＨｚ帯の無線電波を用いた路路間通信と路車間通信を組み合わせることにより、ＦＡＳＴ制御や緊急車接
近情報提供を行う場合の課題について把握するための実験を併せて行う。

実施方法 □直接実施　　　　　■委託・請負　　　　　□補助　　　　　□負担　　　　　□交付　　　　　□貸付　　　　　□その他

予算額・
執行額

（単位:百万円）

22年度 23年度 24年度 25年度

－ － －

計

26年度要求

予算
の状
況

当初予算 － － － － 51

補正予算 －

繰越し等 － － － －

－ － － － 51

執行額 － － －

執行率（％） － － －

成果指標 単位 22年度 23年度

％ － －

24年度
目標値

（26年度）

（成果目標）
電波を活用した端末制御通信による信号制御の高度化に関するモデル整備

（成果実績）
 整備交差点数

成果実績
整備

交差点数
－ － － 6

達成度

活動指標及び活
動実績

（アウトプット）

活動指標 単位 22年度 23年度 24年度 25年度活動見込

成果目標及び成
果実績

（アウトカム）

活動実績

（当初見込
み）

整備
交差点数

－ － －

－

－

－ (       －        ) (       －        ) (       －        )

単位当たり
コスト

50,773千円／事業 算出根拠 　26年度要求額／事業

整備交差点数

費　目 25年度当初予算 26年度要求 主な増減理由

機器購入費等 51

計 － 51

平
成
2
5
・
2
6
年
度
予
算
内
訳

　　　　　　　　　　　　平成２５年行政事業レビューシート （警察庁）



外部有識者の所見

所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況

事
業
の
有
効
性

事業実施に当たって他の手段・方法等が考えられる場合、それと比較してより効果的
あるいは低コストで実施できているか。

活動実績は見込みに見合ったものであるか。

平成24年 －

　本事業は全国の交通管制システム等の維持経費削減という観点
から、優先度は高い。また、維持経費削減の効果を上げるためには
統一的な仕様による本システムを全都道府県警察で導入することが
必要であり、国が実施すべき事業である。

備考

単位当たりコストの水準は妥当か。

広く国民のニーズがあるか。国費を投入しなければ事業目的が達成できないのか。

地方自治体、民間等に委ねることができない事業なのか。

明確な政策目的（成果目標）の達成手段として位置付けられ、優先度の高い事業と
なっているか。

競争性が確保されているなど支出先の選定は妥当か。　

受益者との負担関係は妥当であるか。

○

所管府省・部局名

○

○

評価に関する説明

事
業
の
効
率
性

事業番号 類似事業名
重
複
排
除

整備された施設や成果物は十分に活用されているか。

―

―

類似の事業がある場合、他部局・他府省等と適切な役割分担を行っているか。
（役割分担の具体的な内容を各事業の右に記載）

平成23年

特になし。

－ －

行政事業レビュー推進チームの所見

関連する過去のレビューシートの事業番号

平成22年

特になし。

要求に当たって検討すべき事項について、おおむね適切に検討がなされている。

資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。

不用率が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載）

評　価項　　目

点
検
結
果

国
費
投
入
の

必
要
性

事業所管部局による点検

費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。

外部有識者の点検対象外

１　過去の事業仕分け等の結果、横断的な見直し基準等の反映状況
　　事業の必要性等を検証し、単価等の検討を行った上で予算の積算を行っている。
２　事業の成果目標及び活動指標の設定状況及び事業効果等の検討状況
　　適切な成果目標及び活動指標を設定しており、事業効果も高いものと認められる。
３　国民のニーズへの対応状況
　　交通管制システム等の維持経費削減を図りつつ、高度な信号制御を活用した安全な交通環境の確保は、国民の生命・身体の安全確保に資するものである。
４　警察庁が行う業務としての妥当性
　　全国の交通管制システム等の維持経費削減及び高度な信号制御を行うための新たな機器の開発は、今後都道府県警察への導入を見据えて検証する必要が
     あり、警察庁が行うべき事業である。



※平成24年度実績を記入。執行実績がない新規事業、新規要求事業については現時点で予定やイメージを記入。

【一般競争入札を予定】

（電波を活用した端末制御通信による信号制御の高度化に関するモデル事業を実施予定）

警察庁
51百万円

資金の流れ
（資金の受け取
り先が何を行っ
ているかについ
て補足する）
（単位：百万

円）

【予算配賦】

○○県警察

（モデル事業の委託に要する予算を配賦）　　　

（システム開発・整備を委託）　　　　



電波を活用した端末制御通信による信号制御の高度化に関するモデル事業

路路間通信
信号情報等

信号制御への活用
ＦＡＳＴ制御

＜目的＞
・ 路側機器間(路路間)、路側機器と車載機間

(路車間)通信等のインフラを集約し機器整備に
係るイニシャルコストの削減

・ 回線集約によるランニングコスト(通信費用)
の削減

「ライフサイクルコストの削減」

注意！

緊急車両接近
情報等

交通管制センター

イーサネット回線

路側機器

車載機



　　　　　　　　　　　　平成２５年行政事業レビューシート （　警察庁　）

－計 367

平
成
2
5
・
2
6
年
度
予
算
内
訳

2雑役務費

費　目 25年度当初予算 26年度要求 主な増減理由

物品購入費 365

1

－ （　　　－　　　） （　　　－　　　） （　　　－　　　）

単位当たり
コスト

367(百万円／事業) 算出根拠 26年度予算額／事業

サイバー攻撃分析用資機材等の整備数

活動実績

（当初見込
み）

式

－ － －
活動指標及び活

動実績
（アウトプット）

活動指標 単位 22年度 23年度 24年度 25年度活動見込

成果目標及び成
果実績

（アウトカム）

24年度
目標値

（　25年度）

（成果目標）収集・分析した情報を基にしたサイバー攻撃
による被害の未然防止
（参考指標）収集・分析した情報を基に重要インフラ事業
者等への個別訪問による被害の未然防止等に努めた都
道府県警察数

成果実績 県 － － － 47

達成度

成果指標 単位 22年度 23年度

％ － －

執行率（％） － － －

－

繰越し等 － － － －

26年度要求

予算
の状
況

当初予算 － － － － 367

補正予算 －

－ － － － 367

予算額・
執行額

（単位:百万円）

22年度 23年度 24年度 25年度

－ － －

計

執行額 － － －

事業の目的
（目指す姿を簡
潔に。3行程度以

内）

　 国の治安や安全保障に影響を及ぼしかねない問題となっている、重要インフラの基幹システムを機能不全に陥れ社会機能を麻痺させる
電子的攻撃であるサイバーテロや、情報通信技術を用いた諜報活動であるサイバーインテリジェンスによる被害の未然防止・拡大防止を図
る。

事業概要
（5行程度以内。

別添可）

　 大規模サイバー攻撃事態に対し的確に対処するため、サイバー攻撃事案に係る分析のための資機材及びインターネット上から分析対象
となる情報を収集する資機材等を整備し、警察における対処体制を強化する。

実施方法 ■直接実施　　　　　□委託・請負　　　　　□補助　　　　　□負担　　　　　□交付　　　　　□貸付　　　　　□その他

会計区分 一般会計 政策・施策名
 安心できるＩＴ社会の実現
  1　情報セキュリティの確保とネットワーク利用
 　犯罪等サイバー犯罪の抑止

根拠法令
（具体的な

条項も記載）
－

関係する計画、
通知等

－

担当部局庁 情報通信局 作成責任者

事業開始・
終了(予定）年度

平成26年度～ 担当課室 情報技術解析課
情報技術解析課長

川邉　俊一

事業名

事業番号 新26-6

サイバー攻撃対策の推進



費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。

外部有識者の点検対象外

１　過去の事業仕分け等の結果、横断的な見直し基準等の反映状況
　　過去の事業仕分け等の結果により廃止された事業ではなく、事業の必要性等を検証し実施するものである。
２　事業の成果目標及び活動指標の設定状況及び事業効果等の検討状況
　　成果目標及び活動指標は適切かつ妥当なものであり、効率的・効果的な事業と考えられる。
３　国民へのニーズへの対応状況
　　サイバー攻撃は国の治安や安全保障に影響を及ぼしかねない問題であり、サイバー攻撃による被害の未然防止・拡大防止を図り、国民の生命・身体
の安全確保するなどのため急務な事業である。
４　警察庁が行う業務としての妥当性
　　サイバー攻撃の対処は、政府として緊急に取り組むべき極めて重要な課題となっていることから、国が実施すべき事業である。

評　価項　　目

点
検
結
果

国
費
投
入
の

必
要
性

事業所管部局による点検

平成22年 － －平成23年

整備された施設や成果物は十分に活用されているか。

単位当たりコストの水準は妥当か。

特になし。

所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況

事
業
の
有
効
性

事業実施に当たって他の手段・方法等が考えられる場合、それと比較してより効果的
あるいは低コストで実施できているか。

活動実績は見込みに見合ったものであるか。

類似の事業がある場合、他部局・他府省等と適切な役割分担を行っているか。
（役割分担の具体的な内容を各事業の右に記載）

－

事
業
の
効
率
性

事業番号 類似事業名

関連する過去のレビューシートの事業番号

特になし。

重
複
排
除

資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。

不用率が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載）

広く国民のニーズがあるか。国費を投入しなければ事業目的が達成できないのか。

地方自治体、民間等に委ねることができない事業なのか。

明確な政策目的（成果目標）の達成手段として位置付けられ、優先度の高い事業と
なっているか。

競争性が確保されているなど支出先の選定は妥当か。　

受益者との負担関係は妥当であるか。

評価に関する説明

○

○

－

　 本事業は、国の治安や安全保障に影響を及ぼしかね
ない問題となっているサイバー攻撃への対処に資する事
業である。これらサイバー攻撃への対処は政府として緊
急に取り組むべき極めて重要な課題となっていることか
ら、国が実施すべき事業である。

－
所管府省・部局名

備考

外部有識者の所見

○

行政事業レビュー推進チームの所見

要求に当たって検討すべき事項について、おおむね適切に検討がなされている。

平成24年



資金の流れ
（資金の受け取
り先が何を行っ
ているかについ
て補足する）
（単位：百万

円）

警察庁

３６７百万円

サイバー攻撃対策の推進に必要な

資機材等の購入に要する予算を支

出

サイバー攻撃対策の推進に必要な

資機材等の購入を実施

＜物品購入等＞

【一般競争入札（総合評価落札方式）】



サイバー攻撃対策の推進

サイバーフォース
センター

海外治安情報機関・
⺠間事業者等
が有する情報

インターネット
情報

各都道府県警察
の捜査情報

サイバー攻撃に関する情報の収集及び分析のための資機材を整備し、サイバー攻撃
による被害の未然防止・拡大防止を図る。

集約

情報交換 収集

都道府県警察

指導

民間事業者等個別訪問等を通じた
協力関係の構築

連携

不正プログラム
の分析結果 等

収集

サイバー攻撃
分析センター

• 収集した情報の総合的な分析
• サイバー攻撃の実態解明
• 広域捜査、国際捜査等の指導調整
• 民間事業者等との情報交換

警察庁

サイバー攻撃による被害の
未然防止・拡大防止


